
標題 

1969 年トン数条約によるトン数の強制適用に伴う、日本

籍船舶の ISM コード適用拡大について 

 

テクニカル 
インフォメーション 

    
  No. TEC-0787 
  発行日 2009 年 10 月 30 日

各位 

1993 年 11 月に IMO にて採択された国際安全管理（ISM）コードは、SOLAS 第 IX 章（船舶の安全

運航の管理）の制定に伴い強制化され、国際航海に従事する全ての客船及び総トン数 500 トン以上

の油タンカー、化学薬品タンカー、ガス運搬船、ばら積み貨物船並びに高速船である貨物船につい

ては 1998 年 7 月 1 日までに、又、総トン数 500 トン以上のその他の貨物船及び移動式沖合掘削施

設については、2002 年 7 月 1 日までに適用が求められていました。 
 
上記規定の適用上、総トン数としては、1969 年トン数条約（TM69）によるトン数に代えて、従来の国

内法によるトン数を使用することが認められていましたが、2006 年 12 月に開催された第 82 回海上安

全委員会（MSC82）において、SOLAS 第 IX 章及び ISM コードの適用上、TM69 によるトン数測度

を適用することが決定され、MSC/Circular 1231 として承認されました。その結果、国内法によるトン

数測度では 500 トン未満であり、ISM コードが適用されなかった船舶でも、TM69 による測度では総ト

ン数が 500 トン以上になるため、ISM コードが適用されるケースが生じます。 
 
日本政府では、船舶安全法において規定される ISM コードの適用対象船舶の範囲につき改正を予

定しており、TM69 によるトン数測度で総トン数 500 トン以上になる船舶について 2010 年 1 月 1 日ま

でに ISM コードに適合することを求めることとしています。 
 
これらの船舶が ISM コードに適合するためには、船舶を管理する会社が該当する船舶の船種に対し

て有効な適合書類を有することが必要となります。 
更に、船舶の審査及び証書の発給といった過程が必要であり、準備期間が必要と考えられます。 
該当する船舶がありましたら、できるだけ前広に準備して頂くようお願い致します。 
 
弊会では 2009 年 10 月 23 日に規則を改正し、これらの日本籍船舶を管理する会社に対しては会社

審査を実施して適合書類を、又船舶に対しては船舶審査を実施して安全管理証書を発給できること

になりましたことをお知らせ致します。 
 
なお、従来総トン数 500 トンを越えるものとして取り扱われている船舶については、当該トン数の積算

根拠が TM69 であるかどうかにかかわらず、取り扱いに変更はありません。 
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なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 情報センター 安全管理システム部 
住所: 千葉県千葉市緑区大野台 1-8-5（郵便番号 267-0056） 
Tel.: 043-294-5999 
Fax: 043-294-7206 
E-mail: smd@classnk.or.jp 
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